
事 務 連 絡 

平成 21年 11月 27日 

 

各 都道府県 障害福祉関係主管課 御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局       

障害保健福祉部障害福祉課    

 

 

平成 22年度の福祉・介護人材の処遇改善事業の取扱いについて 

 

 

福祉・介護人材の処遇改善事業の実施・運営に当たりましては、多大なご尽力をい

ただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、先般、11 月 17日付事務連絡「平成 22年度の介護職員処遇改善交付金の取扱

いについて」（厚生労働省老健局介護保険計画課・振興課発出）において、キャリア

パスに関する要件について、今後の事務手続き及びスケジュールの概要が示されまし

た（別紙参照）。 

福祉・介護人材の処遇改善事業につきましても、介護職員処遇改善交付金の取扱い

にあわせて、平成 22 年度の申請手続きについては、暫定的に現行の事務処理要領に

基づいて行うものとし、キャリアパス要件等の設定については、平成 22 年度当初か

らは適用しないこととします。 

なお、福祉・介護人材の処遇改善事業における「キャリアパス要件の取扱い」等に

ついては、介護職員処遇改善交付金事業における検討を踏まえつつ、平成 21 年度中

に定め、事務処理要領の改正を行う予定です。 

 各都道府県におかれましては、事業者に対して、平成 22 年度の申請手続きについ

て、現行の事務処理要領に基づいて行うよう周知を図っていただくとともに、今後の

予定等についての情報提供をお願いいたします。 

 あわせて、管内市町村に対しても、本件についての情報提供方よろしくお願いいた

します。 

 加えて、先般、本事業の都道府県別の申請率等を公表し、11月 18日付事務連絡「福

祉・介護人材の処遇改善事業申請における添付資料の簡素化について」において、申

請率向上を図るため、本助成金の活用促進に向けた取り組みをお願いしたところです

が、引き続き、さらなる申請率向上に向け、事業者に対する本事業の利用勧奨につい

てご努力いただきますようお願いいたします。 

 

 ＜照会先＞ 

 社会・援護局障害保健福祉部 

 障害福祉課 福祉サービス係 

 (代表)03-5253-1111 (内線 3036・3091) 

 (夜間)03-3595-2528 

 



事 務 連 絡 

平成 21年 11月 17日 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 御中 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

振 興 課 

 

 

平成 22年度の介護職員処遇改善交付金の取扱いについて 

 

 

 日頃より、介護保険制度の円滑な実施にご協力いただきありがとうございます。 

 また、介護職員処遇改善交付金の運営に当たりましては、大変お手数をおかけして

おり感謝申し上げます。 

 さて、介護職員処遇改善交付金につきましては、平成 22 年度実施分から、新たに

平成 21 年度介護報酬改定を踏まえた定量的要件を課すことのほか、キャリアパスに

関する要件を追加することとしているところですが、本日開催の「全国地域包括ケア

推進会議（第１回）」において、当該要件にかかる今後の事務手続き及びスケジュー

ルの概要を公表しましたので別添のとおりお知らせいたします。 

 平成 22 年度の申請手続きについては、暫定的に現行の実施要領に基づいて行うも

のとし、キャリアパス要件等の設定については、平成 22 年度当初からは適用しない

こととします。 

 各都道府県におかれましては、事業者に対して、平成 22 年度の申請手続きについ

て、現行の実施要領に基づいて行うよう周知を図っていただくとともに、今後の予定

等についての情報提供をお願いいたします。 

 あわせて、管内市町村に対しても、本件についての情報提供方よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

【照会先】 

 振興課基準第一係 

 （直通）03-3595-2889（内線）3983 

 

（別 紙） 
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